
                                                  

保護者の皆さま 

立命館守山中学校・高等学校 保健室 

日本スポーツ振興センターへの申請についての説明 
「日本スポーツ振興センター」への申請とは、学校の管理下※1 で起こったケガや病気により、医療機関（整骨院、

接骨院を含む）を受診した場合、保護者からの依頼があった場合にその医療費が返金される制度です。 

申請にはざまざま手続きが必要です。以下の手続きの方法と注意点をご確認ください。 

※1 「学校の管理下」・・・授業中・休憩時間・部活動・登下校・遠足等の課外活動・宿泊を伴う行事  

【手続きの方法】  

①保護者・生徒が学校（担任・顧問・保健室）でもらう、またはホームページよりダウンロードする。 

②保護者が「学校管理下におけるケガの発生報告書」を記入する。 

 

 

 

③生徒が担当教員※2に内容を確認してもらい、サインをもらう。 

       ※2 「担当教員」 ・授業中＝「学年教員」と「教科担当者」 

・休憩時間・登下校・遠足等の課外活動・宿泊を伴う（国内のみ）行事＝「学年教員」 

・部活動＝「学年教員」と「部活動顧問」 

①保護者・生徒が学校（保健室）で「医療等の状況」※3をもらう、またはホームぺージよりダウンロードする。 

     ※3 「医療等の状況」 

      ・「医療等の状況」は 1 ヵ月につき 1枚の用紙に受診した月の診療点数が記入される。 

      ・治療期間が長期にわたる場合は、すべての治療終了後、まとめて提出も可。 

     ★以下の場合は他書類が必要（保健室でもらう、もしくはホームページよりダウンロード） 

      ・整骨院・接骨院を受診 → 「医療等の状況（整骨院・接骨院用）」 

      ・薬や湿布等を院外処方でされた場合 → 「調剤報酬明細書（処方箋薬局用）」（処方薬局が記入） 

      ・医療機関で治療用装具（サポーター等）の装着を作成した場合 

→ 「治療用装具明細書」（医療機関が記入）＊提出時は「領収証の写し」を添付 

      ・1 ヵ月の診療点数（「医療等の状況」の点数）が 7,000点以上の場合 → 「高額療養状況の届」 

   ②医療機関で各書類を記入してもらう。 

    生徒が「学校管理下におけるケガの発生報告書」と「医療等の状況」を保健室に提出する。 

保健室が日本スポーツ振興センターに申請し、2～3か月後、給付金が下りる。（事務室から保護者に連絡） 

1．「学校管理下におけるケガの発生報告書」の作成 ★家庭で記入 

2．「医療等の状況」の作成 ★医療機関で記入 

3．保健室に申請書類の提出 

4．申請手続き（毎月初め）および給付 

≪注意点≫ 

・治療終了までの合計診療点数が５００点以上の場合が給付対象です。 

・申請内容によっては再請求や給付対象外になる場合があります。その際は保健室よりお知らせいたします。 

・災害発生日より 2年間一度も申請手続きが行われていない場合は申請できなくなります。 

・長期の治療や経過観察が必要な場合は、最初に申請した月に記載された初診日から 10年間は継続申請できます。 

・学校の管理下でのケガで病院受診された場合は、必ずご連絡ください。 

・災害給付の申請をする場合、公費負担医療制度を利用できない場合があります。 

詳しい内容につきましては、お住まいの市町村に確認をしてください。 

 

給付金が下りる毎に、 

手数料が発生しますので 

ご注意ください！ 

※病院を受診しない場合・日本スポーツ振興センターへ申請をしない場合は、 

「学校管理下におけるケガの発生報告書」だけを記入し保健室に提出してください。 

 

【注意】 

ケガをした日から 

2年以内 

に申請して下さい 

※封筒に入れて、ご提出ください。 


